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(54)【発明の名称】 タッチスクリーンを備えたエレクトロルミネッセンスディスプレイ

(57)【要約】
【課題】  重複する材料を取り除き、コストを低減し、
システム一体化作業を簡単にするタッチスクリーンエレ
クトロルミネッセンスディスプレイを提供する。
【解決手段】  二つの面を有する透明基体、前記基体を
通して発光するための、前記基体の一方の面上に配置さ
れた、エレクトロルミネッセンスディスプレイを形成す
るフラットパネルディスプレイマトリックス、前記基体
のもう一方の面上に配置されたタッチスクリーンの接触
感知素子、及び前記ディスプレイに外部電気接続を提供
するための、前記フラットパネルディスプレイマトリッ
クス及び前記接触感知素子の両方に電気的に接続された
複数の導体を有する一つのフレックスケーブルを含んで
なる一体化されたタッチスクリーンを備えたエレクトロ
ルミネッセンスディスプレイ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ａ）二つの面を有する透明基体、
ｂ）前記基体を通して発光するための、前記基体の一方
の面上に配置された、エレクトロルミネッセンスディス
プレイを形成するフラットパネルディスプレイマトリッ
クス、
ｃ）前記基体のもう一方の面上に配置されたタッチスク
リーンの接触感知素子、及び
ｄ）前記ディスプレイに外部電気接続を提供するため
の、前記フラットパネルディスプレイマトリックス及び
前記接触感知素子の両方に電気的に接続された複数の導
体を有する一つのフレックスケーブルを含んでなる一体
化されたタッチスクリーンを備えたエレクトロルミネッ
センスディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は一般的にカラーフラ
ットパネルディスプレイ、より具体的には、一体型接触
感知素子を備えたエレクトロルミネッセンスフラットパ
ネルディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】最近の電子装置はサイズの縮小とともに
機能性の増大を提供する。電子装置内に継続的により多
くの能力を集積することによって、コストが低下し、信
頼性が増大する。タッチスクリーンは、従来のソフトデ
ィスプレイ、例えば、ブラウン管（ＣＲＴ）、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ及びエレク
トロルミネッセンスディスプレイと組み合わされて用い
られることが多い。タッチスクリーンは、別個の装置と
して製造され、ディスプレイの目で見る側に機械的に組
合せられる。
【０００３】図１は従来技術のタッチスクリーン１０を
示す。タッチスクリーン１０は透明基体１２を含む。こ
の基体１２は、一般的にはガラスであるが、他の材料、
例えば、プラスチック等も用いることができる。タッチ
スクリーン１０の接触感知素子１４を含む材料の種々の
追加の層が基体１２の上部に形成される。接触感知素子
１４は接触の位置を計算するのに用いることができる様
式で、客体による接触を検出するのに必要な変換器及び
回路を含む。ケーブル１６は、種々の信号をやりとりで
きるようにタッチスクリーン１０の回路に接続されてい
る。ケーブル１６の他端は外部コントローラ１８に接続
されている。
【０００４】図２は、例えば、米国特許第5,937,232号
（Tang、1999年、8月10日発行）明細書に示されている
タイプの有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）フラットパネ
ルディスプレイ２０のような典型的な従来技術のエレク
トロルミネッセンスディスプレイの断面図を示す。ＯＬ
ＥＤディスプレイは、ディスプレイ装置のための機械的
な支持を提供する基体２２、薄膜トランジスタ２６の二
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次元アレイを含むトランジスタスイッチングマトリック
ス層２４、有機発光ダイオードを形成する物質を含有す
る発光層２８、及びフラットパネルディスプレイ内の回
路構成を外部コントローラ３２に接続するケーブル３０
を含んで成る。基体２２は一般的にはガラスであるが、
他の材料、例えば、プラスチックを用いることもでき
る。トランジスタスイッチングマトリックス層２４は、
一般的には半導体製造プロセスで作られパターン化され
る。トランジスタスイッチングマトリックス層２４と発
光層２８が一緒になって、フラットディスプレイマトリ
ックス２９を構成する。
【０００５】従来、フラットパネルディスプレイと一緒
にタッチスクリーンを用いる場合、タッチスクリーンは
単にフラットパネルディスプレイの上に置かれ、フレー
ム等の機械的な取り付け手段で両者が一緒に保持されて
いた。図３はＯＬＥＤフラットパネルディスプレイの上
に取り付けられたタッチスクリーンの従来の配置を示
す。タッチスクリーンとＯＬＥＤディスプレイを組み立
てた後、二つの基体１２及び２２は、フレーム３４内に
一緒に配置され、機械的なセパレータ３６で分離されて
いることが多い。でき上がった組立て体は、タッチスク
リーンとフラットパネルディスプレイを外部コントロー
ラに接続する二つのケーブル１６及び３０を有する。
【０００６】米国特許出願第09/826,194号（Siwinski
等、2001年4月4日出願）には、有機エレクトロルミネッ
センスフラットパネルディスプレイがタッチスクリーン
と一体化されて、共通の基体を共同でつかう装置が提案
されている。図４はこの構造を示す。タッチスクリーン
を備えたディスプレイ３８は、二つの面をもつ単一の基
体４０を有する。フラットパネルディスプレイ２９及び
ケーブル３０を有するイメージディスプレイが、一方の
面に作製される。接触感知素子１４及びケーブル１６
は、反対側に作製される。この発明は、コスト低減、一
体化工程無し、質量と厚み低減、そして光学的品質の向
上という点で、現行のタッチパネルとフラットパネルデ
ィスプレイの組合せを超える利点を有する。
【０００７】しかし、この発明は依然として二つのケー
ブル１６及び３０を有する。二つのケーブルは一方のデ
ィスプレイモジュールから外部回路へのインターフェイ
スを必要とし、それ故、これらのケーブルを受け入れる
二つのコネクタも同様に必要とするので、この重複はシ
ステムのコスト増となる。さらに、ケーブルが二つ存在
すると、一つよりは、システム一体化の際に追加の組立
て工程が必要である。なぜなら、二つのケーブルは二つ
の別のコネクタに接続されなければならないからであ
る。二つの別個のケーブル及びこれらのケーブルが接続
されなければならないコネクタのための余地を作らねば
ならないので、このことはシステムの集積化を不必要に
複雑にする。
【０００８】
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【発明が解決しようとする課題】重複する材料を取り除
き、コストを低減し、システム一体化作業を簡単にする
改良されたタッチスクリーンエレクトロルミネッセンス
ディスプレイシステムのニーズが依然として存在する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】この要求は、
ａ）二つの面を有する透明基体、
ｂ）前記基体を通して発光するための、前記基体の一方
の面上に配置された、エレクトロルミネッセンスディス
プレイを形成するフラットパネルディスプレイマトリッ
クス、
ｃ）前記基体のもう一方の面上に配置されたタッチスク
リーンの接触感知素子、及び
ｄ）前記ディスプレイに外部電気接続を提供するため
の、前記フラットパネルディスプレイマトリックス及び
前記接触感知素子の両方に電気的に接続された複数の導
体を有する一つのフレックスケーブル
を含んでなる一体化されたタッチスクリーンを備えたエ
レクトロルミネッセンスディスプレイを提供する本発明
によって達成される。
【００１０】図５を参照すると、本発明に従うエレクト
ロルミネッセンスディスプレイ３８は、基体を通して発
光するための、前記基体の一方の面上に形成された、エ
レクトロルミネッセンスディスプレイのフラットパネル
ディスプレイマトリックス２９、前記基体の４０のもう
一方の面上に形成されたタッチスクリーンの接触感知素
子１４，及び前記エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ３８と外部電子機器５２とを接続するために用いられ
る単一のフレックスケーブル５０を有する単一の基体４
０を含む。本明細書で用いる場合、用語「フレックスケ
ーブル」は、平形フレキシブル積層ケーブルをいい、例
えば、Parlex Corporation(Methuen, MA)から販売され
ているタイプのものをいう。基体４０は、ガラス又は硬
質プラスチック等の透明物質から作られ、フラットパネ
ルディスプレイマトリックス２９及び接触感知素子１４
のための機械的な支持を提供するのに十分厚い。
【００１１】フレックスケーブル５０は、画像データ、
ディスプレイ制御信号、バイアス電圧、及びタッチスク
リーン信号を外部電子機器５２とエレクトロルミネッセ
ンスディスプレイ３８のとの間に通すことができる導体
を有する。外部電子機器は、接触感知素子１４及びフラ
ットパネルディスプレイマトリックス２９を制御する回
路構成を有し、典型的には外部コントローラ１８と３２
とをいくらか組み合わせたものである。この回路構成は
物理的に一つに一体化された回路となることができ、又
は複数のパッケージと成ることができる。フレックスケ
ーブル５０の導体によって運ばれる信号は、サーキット
ボード上で適当な回路構成を回る。この態様のフレック
スケーブル５０内の導体の数は、ケーブル１６に必要な
導体の数にケーブル３０に必要な導体の数を加えたもの
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に等しい。
【００１２】この改良されたディスプレイは、第二のケ
ーブル、この第二のケーブルと組み合わさる第二のコネ
クタの必要性を除き、従って、システム一体化の際の組
立て工程を一つ除き、第二ケーブルとコネクタのコスト
も同様に除く。これにより、システムコスト、製造コス
ト、そしてシステム一体化の複雑さを低下させる。
【００１３】図６のａは、本発明のある態様の側面図を
示し、フレックスケーブル５０は、フラットパネルディ
スプレイマトリックス２９内及び接触感知素子１４内の
金属パッドに接続される端部付近で二又に分かれる。図
６のｂはこの態様の正面図を示す。ここでは、接触感知
素子１４に接続するフレックスケーブル５０内の導体は
全て、接触感知素子１４に接続されるフレックスケーブ
ルのその部分内にある。フラットパネルディスプレイマ
トリックス２９を接続するフレックスケーブル５０内の
導体は全て、フラットパネルディスプレイマトリックス
２９に接続されるその部分内にある。
【００１４】金属パッドは、化学蒸着（ＣＶＤ）、電気
メッキ、イービーム（ebeam）、イオンビーム、又はＸ
線処理と組み合わさるフォトリソグラフィプロセスによ
って、基体４０の各面に形成される。この金属パッド形
成は、接触感知素子１４とフラットパネルディスプレイ
マトリックス２９の製造と同時になされる。金属パッド
はこれらの層の一部分である。フレックスケーブル５０
は、通常の結合プロセス、例えば、ワイヤボンディング
又はクリンプボンディングを介してこれらの金属パッド
に結合される。半導電層及び絶縁層の両方に接着するケ
ーブルの接点は、非常に導電性であり、高電流密度を取
り扱うと共にその電気的一体性を維持することができ
る。接点は一般的に、金、銀又はアルミニウムでできて
いるが、他の高導電性物質も用いることができる。この
態様はイメージディスプレイの製造を簡単にする利点を
有する。
【００１５】図７のａは、本発明の一つの態様の側面図
である。フレックスケーブル５０は二又に分かれておら
ず、基体４０の一方の面のみに取り付けられている。図
７のｂは、この態様の正面図である。フレックスケーブ
ル５０は、接触感知素子よりはむしろフラットパネルデ
ィスプレイマトリックス２９に取り付けられている。な
ぜなら、ディスプレイの場合、一般的により多くの導電
体が必要とされるからである。接触感知素子は、基体４
０の側面に取り付けられた金属コネクタ等の導電体５４
を介してフレックスケーブル５０内の適当な導電体に接
続される。金属コネクタ５４は真空蒸着され、電気化学
的に取り付けられ、スクリーン印刷され、又は基体４０
の端部に沿って接着され、そして基体４０の二つの面に
結合される。フレックスケーブルをエレクトロルミネッ
センスディスプレイ３８に取り付ける場合、金属パッド
はフラットパネルディスプレイマトリックス２９内に形
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成される。この配置によって、フレックスケーブル５０
をエレクトロルミネッセンスディスプレイ３８に基体４
０のまさしく一方の面上で取り付けることを可能にし、
それによってフレックスケーブル５０（システム一体化
のときに種々の力が加わる場合がある）にかかる歪みを
小さくすることによって、得られるエレクトロルミネッ
センスディスプレイの堅牢性を増加させる。この態様
は、フレックスケーブルを二又にする必要がなく、導電
体は全て基体４０の同じ側に取り付けられるので、ケー
ブル接続を単純にするという利点を有する。
【００１６】図８のａは本発明に一つの態様の側面図で
ある。フレックスケーブル５０は二又に分かれておら
ず、また基体４０の一方の面に接続されていないが、基
体４０の一方の面上に置かれた金属化層に直接に接続さ
れている。図８のｂは、この態様の正面図である。金属
化層５６は、真空蒸着され、電気化学的に取り付けら
れ、スクリーン印刷され、又は基体４０の端部に沿って
接着され、そして基体４０の二つの面に結合される。フ
ラットパネルディスプレイマトリックス２９及び接触感
知素子１４双方への接続は、金属化層５６内に形成され
た金属コネクタを介して行われる。フレックスケーブル
５０は、例えば、ワイヤボンディング又はクリンプボン
ディング等のケーブル接続法を介して金属化層に結合さ
れ、ケーブルクリップ５８によって適切に保持される。
この態様は、フレックスケーブル５０を一ヶ所だけでフ
ラットパネルディスプレイマトリックス２９と接触感知
素子１４の両方に取り付けることを可能にし、フレック
スケーブル５０（システム一体化のときに種々の力が加
わる場合がある）にかかる歪みを小さくすることによっ
て、得られるエレクトロルミネッセンスディスプレイの
堅牢性を増加させるという利点を有する。
【００１７】
【発明の効果】本発明はフラットパネルディスプレイの
複雑さを少なくし、それによって製造コストを低減し、
このディスプレイの信頼性を高めるという利点を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、従来技術のタッチスクリーンの基本構
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造を示す。
【図２】図２は、従来技術の有機エレクトロルミネッセ
ンスディスプレイの構造を示す。
【図３】図３は、従来技術による、ブラケットをつかっ
て取り付けられたフラットパネルエレクトロルミネッセ
ンスディスプレイとタッチスクリーンとの組合せ体を示
す。
【図４】図４は、一つの基体上に製造され、そしてフラ
ットパネルエレクトロルミネッセンスディスプレイとタ
ッチスクリーンのための別個の外部結合が用意されてい
るフラットパネルエレクトロルミネッセンスディスプレ
イとタッチスクリーンとの組合せ体を示す。
【図５】図５は、本発明に従ってタッチスクリーン及び
一つのフレックスケーブルを備えたエレクトロルミネッ
センスディスプレイの基本構造を示す。
【図６】図６のａ及びｂは、本発明のスプリットフレッ
クスケーブルの一つの態様を示す。
【図７】図７のａ及びｂは、別れていないフレックスケ
ーブル及び基体の両側を接続する金属接点を備えた、本
発明の一つの態様を示す。
【図８】図８のａ及びｂは、基体の両側にある接点に接
続する金属化層を備えた、本発明の一つの態様を示す。
【符号の説明】
１０…タッチスクリーン
１２…基体
１４…接触感知素子
１６…ケーブル
１８…外部コントローラ
２０…フラットパネルディスプレイ
２４…トランジスタスイッチングマトリックス層
２６…薄膜トランジスタ
２８…発光層
２９…フラットパネルディスプレイマトリックス
５０…フレックスケーブル
５４…金属コネクタ
５６…金属化層
５８…ケーブルクリップ
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